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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１１項の規定に基づき措置

の勧告を実施したので、同項の規定によりその内容を公表する。 
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令和４年１０月２６日  

 

安城市長 神 谷  学  様 

 

 

安城市監査委員 中 西  肇       

 

 

安城市監査委員 野 場 慶 徳     

 

 

監査の結果に関する報告に係る措置について（勧告） 

 

令和４年８月３日から９月２７日までの間に実施した定例監査の結果、下記のと

おり特に措置を講ずる必要があると認める事項（指導事項）がありました。 

ついては、必要な措置を講じるとともに、令和４年１２月１９日（月）までにそ

の内容を監査委員に通知してください。 

記 

１ 特に措置を講ずる必要があると認める事項（指導事項） 

（１）高齢福祉課 
 ア 契約関係 

    ゲートボール場・グラウンドゴルフ場補修用資材購入事務において、前回

と同様に請書に必要な書類が整えられていなかったため、適切な事務執行に

努められたい。 

  イ その他 

    市公式ウェブサイトにおいて、前回と同様にリンクが切れているページが

見受けられたため、適切な事務執行に努められたい。 

（２）水道業務課 

水道料金システム基本料金免除対応業務委託において、契約書第３条に規定

しているセキュリティ対策関係書類が提出されていなかったため、適切な事務

執行に努められたい。 

２ 措置を講ずべき理由 

（１）高齢福祉課 



  ア 契約関係 

請書には、仕様書や約款など必要な書類を添付しなければならない。 

  イ その他 

市公式ウェブサイトは、市民に正確な情報を伝えるため、常に最新の情報

を掲載しなければならない。 

（２）水道業務課 

安城市情報セキュリティ規則第３８条第１項の規定により、情報資産を取り

扱う業務を委託する場合は、適切なセキュリティ対策が確保されていることを

確認しなければならない。 


